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法
改
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案

村

上

一

博

一

利
光
鶴
松
が
衆
議
院
に
提
出
し
た
法
律
案

利
光
鶴
松
は
、
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
三
月
の
第
五
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
、
代
言
人
・
弁
護
士
活
動
で
関
係
が
深
か
っ
た
東
京

府
第
五
区
（
本
所
区
・
深
川
区
）
か
ら
立
候
補
し
て
初
当
選
し
た

(

１)
。
六
月
に
は
、
憲
政
党
の
創
立
に
際
し
て
幹
事
長
に
就
任
し
て
議
員
と
し

て
の
地
位
を
確
か
な
も
の
と
し
、
衆
議
院
の
解
散
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
八
月
の
第
六
回
選
挙
で
も
再
選
を
果
た
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
明

治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
一
二
月
一
五
日
、
東
京
市
参
事
会
収
賄
事
件
で
勾
引
さ
れ
（
こ
の
頃
、
東
京
弁
護
士
会
を
退
会
し
て
い
る
）
、
翌
明
治

三
四
（
一
九
〇
一
）
年
一
月
二
〇
日
に
は
、
収
賄
従
犯
（
幇
助
罪
）
容
疑
で
起
訴
さ
れ
、
予
審
を
経
て
公
判
に
付
さ
れ
た
。
五
月
四
日
の
東

京
地
裁
判
決
に
よ
り
、
重
禁
錮
七
月
罰
金
二
〇
円
の
有
罪
判
決
を
受
け
、
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
も
の
の
、
一
一
月
二
〇
日
の
東
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京
控
訴
院
判
決
に
よ
り
控
訴
は
棄
却
さ
れ
た
。
利
光
は
上
告
し
な
か
っ
た
た
め
、
二
週
間
後
に
有
罪
が
確
定
し
、
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）

年
五
月
、
議
員
資
格
は
消
滅
し
た
。

利
光
が
、
衆
議
院
議
員
と
し
て
の
活
動
し
た
の
は
、
実
質
三
年
弱
、
第
一
二
・
一
三
・
一
四
帝
国
議
会
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
間

に
、
利
光
は
八
件
の
法
律
案
を
提
出
し
た
。

第
一
二
回
衆
議
院
本
会
議

◯１

明
治
三
一
年
五
月
一
八
日
提
出
「
代
議
士
選
挙
に
関
す
る
心
得
方
を
小
学
教
科
書
に
編
入
す
る
建
議
案
」（
利
光
ほ
か
四
名
）

第
一
三
回
衆
議
院
本
会
議

◯２

明
治
三
一
年
一
二
月
一
〇
日
提
出
「
行
政
裁
判
法
中
改
正
法
律
案
」（
利
光
ほ
か
外
八
名
）

◯３

明
治
三
一
年
一
二
月
一
〇
日
提
出
「
弁
護
士
法
中
改
正
法
律
案
」（
利
光
ほ
か
外
八
名
）

◯４

明
治
三
二
年
一
月
一
九
日
提
出
「
訴
願
法
中
改
正
法
律
案
」（
利
光
ほ
か
外
七
名
）

◯５

明
治
三
二
年
一
月
二
一
日
提
出
「
民
法
中
改
正
法
律
案
」（
利
光
ほ
か
外
七
名
）

◯６

明
治
三
二
年
二
月
一
五
日
提
出
「
肥
料
取
締
法
案
」（
利
光
ほ
か
外
三
名
）

◯７

明
治
三
二
年
三
月
四
日
提
出
「
過
剰
金
還
付
の
建
議
案
」（
利
光
ほ
か
外
一
名
）

第
一
四
回
衆
議
院
本
会
議

◯８

明
治
三
三
年
一
月
一
五
日
提
出
「
質
屋
取
締
法
中
改
正
法
律
案
」（
利
光
ほ
か
外
八
名
）
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二

衆
議
院
に
お
け
る
行
政
裁
判
所
法
改
正
案
の
審
議

以
下
で
は
、
◯２
に
つ
い
て
、
法
案
の
内
容
と
そ
の
審
議
過
程
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
一
二
月
一
〇
日
、
第
一
三
帝
国
議
会
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
利
光
鶴
松
ほ
か
八
名
は
、
次
の
よ
う
な

「
行
政
裁
判
法
中
改
正
法
律
案
」
を
上
程
し
た

(

２)

。

明
治
二
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
行
政
裁
判
法
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
十
四
条

行
政
訴
訟
ノ
代
理
人
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
弁
護
士
ニ
限
ル
但
法
律
勅
令
ニ
特
別
ノ
規
程
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

第
十
六
条
ノ
次
ニ
左
ノ
二
条
ヲ
加
ヘ
第
十
七
条
以
下
順
次
繰
下
ク

第
十
七
条

法
律
勅
令
ニ
特
別
ノ
規
程
ア
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
行
政
庁
ノ
違
法
処
分
ニ
由
リ
権
利
ヲ
毀
損
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
ル
者
ハ

総
テ
行
政
裁
判
所
ニ
出
訴
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
八
条

行
政
訴
訟
ニ
関
シ
テ
ハ
当
事
者
ノ
和
解
ヲ
許
サ
ス

明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
行
政
裁
判
法
（
同
年
六
月
三
〇
日
公
布
、
法
律
第
四
八
号
）
の
第
一
五
条
は

「
行
政
裁
判
所
ハ
法
律
勅
令
ニ
依
リ
行
政
裁
判
所
ニ
出
訴
ヲ
許
シ
タ
ル
事
件
ヲ
審
判
ス
」
と
規
定
し
、
こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
一
〇
月
一

〇
日
の
法
律
第
一
〇
六
号
「
行
政
庁
ノ
違
法
処
分
ニ
関
ス
ル
行
政
裁
判
ノ
件
」
が
発
せ
ら
れ
て
、
列
挙
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
五
項
目
の
事

件
に
限
り
、
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
が
認
め
ら
れ
た
。

一

海
関
税
ノ
除
ク
ノ
外
租
税
及
手
数
料
ノ
賦
課
ニ
関
ス
ル
事
件

二

租
税
滞
納
処
分
ニ
関
ス
ル
事
件
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三

営
業
免
許
ノ
拒
否
又
ハ
取
消
ニ
関
ス
ル
事
件

四

水
利
及
土
木
ニ
関
ス
ル
事
件

五

土
地
ノ
官
民
有
区
分
ノ
査
定
ニ
関
ス
ル
事
件

利
光
ら
に
よ
る
改
正
案
は
、
こ
の
制
限
列
挙
主
義
を
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

(

３)

。
第
一
読
会
の
冒
頭
、
利
光
は
、
提
案
理
由
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(

４)

。

…
是
ハ
行
政
裁
判
法
ノ
改
正
ヲ
シ
ヤ
ウ
ト
云
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
此
事
ハ
法
曹
社
会
ノ
与
論
ト
云
ウ
テ
モ
宜
シ
イ
ヤ
ウ
ナ
問
題
デ

ア
ル
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
是
ニ
ハ
三
箇
条
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ガ
、
其
内
デ
第
十
七
条
ガ
即
チ
改
正
ノ
主
眼
、
若
ク
ハ
骨
子
ト
為
ル
ベ
キ
モ

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
、
諸
君
モ
御
承
知
ノ
通
ニ
、
我
帝
国
憲
法
ノ
第
二
十
四
条
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、「
日
本
臣
民
ハ
法
律
ニ
定
メ
タ
ル

裁
判
官
ノ
裁
判
ヲ
受
ク
ル
権
ヲ
奪
ハ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
」
ト
云
フ
コ
ト
ガ
ゴ
ザ
リ
マ
シ
テ
、
縱
令
官
庁
デ
ゴ
ザ
リ
マ
シ
テ
モ
、
一
個
人

デ
ゴ
ザ
リ
マ
シ
テ
モ
、
其
何
人
ノ
行
為
ニ
拘
ラ
ス
、
苟
モ
法
律
ニ
背
イ
テ
人
ノ
既
得
ノ
権
利
ヲ
毀
損
シ
タ
ト
云
フ
場
合
ニ
於
キ
マ
シ

テ
ハ
、
必
ズ
イ
ヅ
レ
カ
ノ
裁
判
所
ニ
之
ヲ
持
ッ
テ
行
ッ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
救
済
ヲ
請
フ
、
又
救
済
ヲ
請
フ
者
ガ
ア
レ
バ
、
之
ニ
救
済
ヲ

与
ヘ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
、
憲
法
ガ
吾
人
臣
民
ノ
権
利
ヲ
担
保
致
シ
テ
ア
リ
マ
ス
、
又
権
利
ア
レ
バ

必
ズ
救
済
ア
リ
ト
云
ヒ
マ
ス
ル
ハ
、
是
レ
法
律
上
ノ
一
大
原
則
デ
ア
リ
マ
ス
ル
、
然
ル
ニ
実
際
我
国
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
此
行
政
官

庁
ニ
於
キ
マ
シ
テ
シ
マ
シ
タ
処
分
ガ
、
現
在
法
律
ニ
モ
背
イ
テ
居
リ
、
又
現
在
既
得
ノ
権
利
ヲ
害
シ
テ
居
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
ゴ
ザ
イ

マ
シ
テ
モ
、
之
ヲ
持
ッ
テ
行
キ
場
ガ
ナ
イ
ト
云
フ
事
件
ガ
沢
山
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ル
、
是
ハ
諸
君
ハ
随
分
御
実
験
ノ
ア
ル
御
方
モ
ア
ラ
ウ

ト
思
フ
、
ソ
レ
ハ
ド
ウ
云
フ
処
カ
ラ
、
左
様
ナ
ル
不
都
合
ナ
コ
ト
ガ
出
来
テ
参
リ
マ
ス
ル
カ
ト
云
ヒ
マ
ス
ル
ト
、
我
裁
判
所
構
成
法

ノ
第
二
条
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
通
常
ノ
裁
判
所
ハ
民
事
ト
刑
事
ヲ
裁
判
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
書
イ
テ
ア
ル
ノ
デ
ゴ
ザ
イ

マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
又
行
政
裁
判
法
ノ
方
ハ
ド
ウ
デ
ア
ル
カ
ト
云
ヒ
マ
ス
ル
ト
云
フ
ト
、
行
政
裁
判
法
ノ
第
十
五
条
ニ
ハ
、
此
行
政
裁
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判
所
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
法
律
勅
分
ニ
於
テ
特
ニ
是
レ


ノ
事
件
ハ
行
政
裁
判
所
ニ
出
訴
ガ
出
来
ル
ゾ
ヨ
ト
書
イ
タ
モ
ノ
デ
ナ
ケ
レ

バ
、
受
理
ヲ
シ
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ガ
書
イ
テ
ア
ル
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
ソ
レ
故
ニ
今
爰
ニ
或
行
政
上
ノ
処
分
ガ
ゴ
ザ
リ
マ
シ
テ
、
縦

カ
ラ
見
テ
モ
横
カ
ラ
見
テ
モ
、
此
処
分
ハ
法
律
ニ
違
背
シ
テ
居
ル
、
又
其
法
律
ニ
シ
テ
違
背
ヲ
シ
タ
結
果
ガ
、
或
人
ノ
既
得
ノ
権
利

ヲ
害
シ
テ
居
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
ゴ
ザ
リ
マ
シ
テ
モ
、
若
シ
モ
コ
レ


ノ
事
件
ハ
行
政
裁
判
所
ニ
出
訴
ガ
出
来
ル
ト
云
フ
、
ア
ノ
箇

条
ノ
中
ニ
上
ッ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
場
合
ニ
ハ
、
是
ハ
ド
ウ
ス
ル
コ
ト
モ
出
来
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
通
常
裁
判
所
ニ
持
ッ
テ
行
キ
マ
ス

レ
バ
、
構
成
法
ノ
二
条
ニ
依
ッ
テ
、
ワ
シ
ノ
処
ハ
民
事
力
刑
事
デ
ナ
ケ
レ
バ
、
受
理
ヲ
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ヌ
ノ
デ
ア
ル
ト
云
ウ
テ
、

却
下
ヲ
サ
レ
テ
シ
マ
ヒ
マ
ス
ル
、
又
行
政
裁
判
所
ニ
持
ッ
テ
行
キ
マ
ス
ル
ト
、
行
政
裁
判
法
ノ
十
五
条
ヲ
引
キ
マ
ン
テ
、「
ワ
シ
」

ノ
処
ハ
法
律
勅
令
ノ
明
文
ニ
ア
ル
モ
ノ
デ
ナ
ケ
レ
バ
、
受
付
ケ
ル
コ
ト
ハ
出
来
ヌ
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
、
此
事
ハ
ド
コ
ニ
モ
明
文
ガ
ナ

イ
カ
ラ
、
是
ハ
御
断
リ
ヲ
ス
ル
ト
云
フ
主
意
ヲ
以
テ
却
下
ニ
ナ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
サ
ウ
云
フ
コ
ト
ハ
決
シ
テ
ナ
イ
筈
デ
ア
ル
、
先

キ
ニ
モ
述
べ
マ
シ
タ
通
リ
、
我
帝
国
憲
法
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
苟
モ
権
利
ト
云
フ
モ
ノ
カ
ア
レ
ハ
、
之
ヲ
破
毀
ヲ
サ
ル
レ
ハ
、
必
ズ

之
ニ
対
シ
テ
ハ
法
律
ニ
定
メ
テ
裁
判
所
ヘ
持
ッ
テ
行
ッ
テ
救
済
ヲ
受
ケ
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
斯
ウ
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ッ
テ
居
リ
マ
ス
ル
ニ

モ
拘
ラ
ズ
、
我
国
立
法
上
ノ
注
意
ガ
足
リ
マ
セ
ズ
、
制
度
ガ
誠
ニ
不
完
全
デ
ゴ
ザ
リ
マ
ス
ル
ガ
タ
メ
ニ
、
現
ニ
憲
法
ニ
ハ
斯
ノ
如
キ

担
保
ヲ
与
ヘ
テ
居
リ
ナ
ガ
ラ
、
其
精
訷
ヲ
滅
却
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ニ
ナ
ッ
テ
居
リ
マ
ス
ル
、
ソ
レ
故
ニ
私
ハ
是
マ
デ
我
国
ノ
行
政
裁

判
法
ニ
於
キ
マ
シ
テ
列
記
主
義
ヲ
執
ッ
テ
居
ッ
タ
ン
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
主
義
ヲ
一
変
致
シ
マ
シ
テ
全
ク
概
括
主
義
ニ
シ
タ
イ
ト
云
フ

ノ
考
デ
ア
ル
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
デ
此
列
記
主
義
、
概
括
主
義
ト
云
フ
コ
ト
ニ
就
キ
マ
シ
テ
ハ
、
各
々
学
者
ノ
説
モ
ア
リ
マ
ス
ル

シ
、
又
色
々
ナ
反
対
モ
ア
ル
カ
モ
知
レ
マ
セ
ヌ
ガ
、
併
シ
是
ハ
到
底
其
斯
ウ
云
フ
事
件
ハ
、
行
政
裁
判
ニ
行
ケ
ル
、
ア
ヽ
云
フ
事
件

ハ
行
ケ
ル
ト
云
ウ
テ
、
一
々
其
事
件
ヲ
書
イ
テ
置
イ
テ
、
其
外
ハ
イ
ケ
ナ
イ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
列
記
主
義
ニ
依
リ
マ
シ
テ
ハ
、
限
ア
ル

人
智
ヲ
以
チ
マ
シ
テ
、
変
化
極
リ
ナ
キ
千
変
万
化
ノ
此
未
来
ニ
起
ル
所
ノ
コ
ト
フ
一
々
予
想
シ
テ
、
遺
漏
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
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到
底
人
間
ノ
力
デ
出
来
ル
コ
ト
デ
ナ
イ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ル
カ
ラ
、
列
記
主
義
ニ
依
ル
ト
、
是
非
ト
モ
遺
漏
ガ
出
来
ル
、
即
チ
救
済

ヲ
受
ケ
ル
コ
ト
ノ
出
来
ナ
イ
権
利
ガ
出
来
ル
ノ
デ
ア
ル
、
ソ
レ
故
ニ
ド
ウ
シ
テ
モ
是
ハ
概
括
主
義
ニ
致
サ
ン
ケ
レ
ハ
、
憲
法
ニ
於
テ

吾
人
ニ
与
ヘ
タ
ル
担
保
ノ
目
的
ヲ
充
タ
ス
コ
ト
モ
出
来
ス
、
又
権
利
ガ
ア
レ
バ
必
ズ
救
済
ハ
ア
ル
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
云
フ
、
此
法

律
上
ノ
原
則
ニ
モ
適
ヒ
マ
セ
ヌ
、
故
ニ
私
ハ
此
法
ニ
於
テ
ハ
、
概
括
主
義
ヲ
執
ル
方
ガ
宜
シ
イ
ト
云
ウ
テ
、
此
法
律
案
ヲ
提
出
致
シ

マ
シ
タ
、
此
コ
ト
ニ
就
キ
マ
シ
テ
、
各
国
ノ
制
度
ハ
ド
ウ
デ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
調
ベ
テ
居
リ
マ
ス
ル
ガ
、
此
処
デ
一
々
述
べ
ル
必

要
ハ
ナ
イ
、
然
ル
ニ
英
米
主
義
ニ
依
ル
ト
、
行
政
裁
判
所
ナ
ド
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
即
チ
権
利
ガ
ア
レ
バ
救
済
ア
ル
ノ
ハ
当
リ

前
デ
ア
ル
カ
ラ
、
通
常
ノ
裁
判
所
ヘ
ド
ン


持
ッ
テ
行
ケ
ル
、
一
個
人
ノ
シ
タ
コ
ト
デ
ア
ラ
ウ
ガ
官
庁
ノ
シ
タ
コ
ト
デ
ア
ラ
ウ

ガ
、
ソ
ン
ナ
区
別
ナ
ク
、
何
ン
デ
法
律
ニ
背
イ
タ
行
為
ガ
ア
ッ
テ
、
其
結
果
人
ノ
権
利
ヲ
毀
損
シ
タ
ト
云
フ
コ
ト
ガ
ア
レ
バ
、
ド
ン



通
常
裁
判
所
ニ
持
ッ
テ
行
ッ
テ
救
済
ガ
出
来
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ッ
テ
居
リ
マ
ス
、
英
吉
利
若
ク
ハ
亜
米
利
加
ノ
法
制
主
義
ニ

依
ル
ト
、
私
ハ
其
方
ガ
宜
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
併
ナ
ガ
ラ
既
ニ
我
国
デ
モ
、
行
政
裁
判
所
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
特
別
ニ
設
ケ
ル
主
義
ニ
ナ
ッ

テ
居
ル
カ
ラ
、
我
国
ニ
於
テ
根
本
カ
ラ
此
行
政
裁
判
所
ヲ
廃
メ
テ
シ
マ
フ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
如
何
デ
ア
ラ
ウ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
已
ム

ヲ
得
ズ
行
政
裁
判
所
ノ
権
限
ヲ
拡
張
シ
テ
即
チ
概
括
主
義
ニ
依
ッ
テ
、
苟
モ
行
政
官
庁
ノ
処
分
ガ
法
律
ニ
背
キ
且
既
得
権
ヲ
毀
損
シ

テ
居
ル
ト
云
フ
、
此
二
ツ
ノ
原
素
ガ
備
リ
マ
シ
タ
ナ
ラ
バ
、
如
何
ナ
ル
事
件
デ
ア
ル
ニ
モ
拘
ラ
ズ
、
皆
出
訴
サ
セ
タ
イ
ト
云
フ
考
ヘ

デ
ア
リ
マ
ス
、
其
他
前
ノ
十
四
条
ハ
無
用
ノ
手
続
ヲ
省
ク
ト
云
フ
主
義
デ
ア
ル
、
又
十
八
条
ハ
行
政
学
上
ノ
原
則
ヲ
書
顕
シ
タ
ノ
デ

ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
別
段
説
明
ハ
致
シ
マ
セ
ヌ
カ
ラ
、
御
賛
成
ヲ
願
ヒ
マ
ス

利
光
に
よ
れ
ば
、
改
正
案
の
趣
旨
は
、
帝
国
憲
法
第
二
四
条
の
精
神
に
則
り
、
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
事
項
の
制
限
列
挙
主
義
を
改
め

て
概
括
主
義
を
採
用
し
、
行
政
庁
の
違
法
処
分
に
よ
っ
て
既
得
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
す
べ
て
の
場
合
に
、
行
政
訴
訟
を
認
め
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
併
せ
て
、
代
理
人
に
関
す
る
行
政
裁
判
所
の
認
許
主
義
の
削
除
と
、
行
政
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
の
和
解
の
禁
止
を
求
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め
た
の
で
あ
る
。

当
該
議
案
に
つ
い
て
は
、
実
質
的
な
審
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
委
員
付
託
と
な
り
、
翌
年
一
月
一
九
日
、
欠
席
の
委
員
長

に
代
わ
り
、
利
光
か
ら
委
員
会
で
の
審
議
結
果
が
報
告
さ
れ
た

(

５)

。

行
政
裁
判
法
ハ
委
員
会
ヲ
召
集
ス
ル
コ
ト
ガ
六
七
回
デ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
何
時
モ
寄
リ
人
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
デ
、
昨
日
始
テ
審
議
ヲ

致
シ
マ
シ
タ
、
然
ル
所
委
員
ハ
一
人
ノ
反
対
ガ
ナ
ク
第
十
四
条
第
十
七
条
ヲ
可
決
致
シ
マ
シ
テ
、
第
十
八
条
ハ
又
一
人
ノ
反
対
ガ
ナ

ク
、
之
ヲ
削
除
ス
ル
コ
ト
ニ
致
シ
マ
シ
タ
、
是
ガ
結
果
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
デ
此
十
八
条
ヲ
削
除
シ
マ
ス
ル
ニ
就
キ
マ
シ
テ
ハ
、
二

ツ
ノ
議
論
ガ
ア
ッ
テ
、
平
田
政
府
委
員
ハ
和
解
ヲ
許
シ
テ
置
ク
方
ガ
便
宜
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
コ
ト
デ
、
反
対
サ
レ
マ
シ
タ
、
然
ル

ニ
委
員
会
ノ
方
デ
ハ
、
之
ヲ
置
ク
ノ
ハ
置
ク
、
併
ナ
ガ
ラ
是
ハ
学
理
ノ
原
則
ヲ
缺
イ
タ
モ
ノ
デ
、
斯
ウ
云
フ
コ
ト
ガ
ナ
ク
テ
モ
、
行

政
学
ノ
原
理
カ
ラ
シ
テ
、
和
解
ト
云
フ
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
、
学
理
上
極
ッ
タ
コ
ト
ヲ
殊
ニ
此
処
ニ
書
ク
ノ
必
要
ガ
ナ

イ
ト
云
フ
理
由
ヲ
以
テ
、
之
ニ
反
対
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
故
ニ
此
削
除
ノ
理
由
ニ
就
キ
マ
シ
テ
ハ
、
特
ニ
此
コ
ト
ハ
御
記
檍
ヲ
願

ヒ
マ
セ
ヌ
ト
、
後
来
ニ
大
問
題
ヲ
惹
起
ス
ル
コ
ト
ガ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
、
和
解
ハ
出
来
タ
方
ガ
宜
イ
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
故
ニ
是
ハ
削
除
ス

ベ
シ
ト
云
フ
議
論
ト
、
和
解
抔
ハ
出
来
ナ
イ
ノ
ガ
、
行
政
学
ノ
原
則
デ
ア
ル
カ
ラ
、
既
ニ
其
原
則
デ
極
ッ
タ
コ
ト
ヲ
特
ニ
法
律
ヲ
以

テ
規
定
ス
ル
必
要
ガ
ナ
イ
、
故
ニ
削
除
ス
ベ
シ
ト
云
フ
議
論
ハ
、
等
シ
ク
削
除
ス
ベ
シ
ト
云
フ
議
論
デ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
テ
モ
、
将
来
此

法
律
ヲ
運
用
ス
ル
上
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
大
変
ナ
相
違
ヲ
生
ジ
マ
ス
カ
ラ
、
特
ニ
此
コ
ト
ハ
一
言
致
シ
テ
置
キ
マ
ス
、
即
チ
委
員
会

ハ
是
ハ
学
理
ノ
原
則
デ
ア
ッ
テ
、
行
政
訴
訟
ハ
公
益
若
ク
ハ
保
安
ヲ
元
ト
シ
テ
起
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
シ
テ
、
決
シ
テ
和
解
ハ
出
来

ナ
イ
モ
ノ
デ
ア
ル
、
出
来
ナ
イ
ト
極
ッ
テ
居
ル
カ
ラ
、
書
ク
ノ
必
要
ガ
ナ
イ
ト
云
フ
理
由
デ
削
リ
マ
シ
テ
、
ソ
レ
カ
ラ
此
チ
ョ
ッ
ト

經
過
ニ
属
シ
マ
ス
ガ
、
第
十
七
条
ガ
、
此
改
正
ノ
案
ニ
付
キ
マ
シ
テ
、
最
モ
問
題
ト
為
ッ
タ
点
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
之
ニ
就
イ
テ
政
府

委
員
ハ
反
対
ヲ
サ
レ
マ
シ
タ
、
其
理
由
ハ
大
要
二
ツ
デ
ア
ル
、
第
一
ハ
斯
ウ
云
フ
事
件
ハ
、
行
政
裁
判
所
ニ
出
ラ
レ
ル
ト
、
即
チ
列
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記
法
ニ
シ
テ
置
ケ
バ
、
人
民
ガ
知
易
イ
、
然
ル
ヲ
概
括
法
ニ
シ
テ
置
ク
ト
、
此
事
件
ハ
果
シ
テ
行
政
裁
判
所
ニ
行
カ
レ
ル
カ
行
ケ
ナ

イ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
人
民
ガ
知
ル
ニ
付
イ
テ
、
困
難
ヲ
ス
ル
ト
云
フ
ノ
ガ
、
一
ツ
ノ
理
由
デ
ア
ル
、
委
員
会
ハ
其
理
由
ヲ
斥
ケ
マ
シ

テ
、
今
日
ノ
有
様
ニ
於
テ
、
縦
令
列
記
法
ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
一
般
ノ
人
民
ガ
悉
ク
法
律
上
ノ
智
識
ヲ
備
へ
テ
、
是
ハ
訴
権
ヲ
構
成

シ
テ
居
ル
カ
居
ラ
ヌ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
判
断
ス
ル
所
ノ
智
識
ガ
ナ
イ
、
又
今
日
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
今
後
幾
百
千
年
ヲ
経
ッ
テ
モ
、
国
民
ガ

悉
ク
法
律
上
ノ
智
識
ヲ
備
ヘ
テ
、
自
ラ
訴
訟
ヲ
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ナ
イ
コ
ト
デ
ア
ル
カ
ラ
、
是
ハ
列
記
ニ
ス
ル
モ
、
概
括
ニ
シ
テ

モ
、
同
ジ
デ
ア
ル
、
ド
チ
ラ
ニ
シ
テ
モ
専
門
家
ノ
智
識
ヲ
俟
ッ
テ
始
テ
分
カ
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
、
是
ハ
決
シ
テ
其
理
由
ト
為
ラ
ヌ

ト
云
フ
ノ
デ
斥
ケ
マ
シ
タ
、
モ
ウ
一
ツ
ハ
之
ヲ
概
括
法
ニ
シ
マ
ス
ル
ト
、
行
政
事
務
ノ
敏
活
ヲ
缺
ク
ト
云
フ
コ
ト
ガ
、
政
府
委
員
ノ

理
由
デ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
是
モ
委
員
会
ガ
斥
ケ
マ
シ
タ
、
ソ
レ
ハ
決
ン
テ
サ
ウ
云
フ
コ
ト
ハ
ナ
イ
、
行
政
裁
判
法
ニ
於
テ
ハ
縦
令
行

政
訴
訟
ガ
起
ッ
テ
モ
、
行
政
事
務
ノ
施
行
ヲ
停
止
シ
ナ
イ
ト
云
フ
、
斯
ウ
云
フ
明
文
ガ
ア
ル
カ
ラ
シ
テ
、
行
政
訴
訟
ヲ
起
シ
テ
モ
、

ソ
レ
ガ
タ
メ
ニ
行
政
事
務
ノ
敏
活
ヲ
缺
ク
ト
云
フ
理
由
ハ
ナ
イ
カ
ラ
、
差
支
ナ
イ
ト
云
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
デ
行
政
訴
訟
ヲ
起

サ
ウ
ト
シ
マ
ス
レ
バ
、
其
結
果
行
政
官
ガ
幾
分
カ
自
ラ
警
戒
ヲ
ン
テ
、
若
シ
之
ガ
間
違
ッ
タ
ナ
ラ
バ
、
行
政
裁
判
所
ニ
出
訴
セ
ラ
レ

ル
ト
云
フ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
、
自
ラ
戒
メ
自
ラ
恐
レ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ア
ラ
ウ
ガ
、
故
ニ
、
行
政
官
カ
ラ
言
ヘ
バ
、
幾
分
カ
不
便
ガ
ア

ル
カ
知
レ
ヌ
ガ
、
即
チ
此
不
便
ハ
国
民
ガ
安
心
シ
、
国
民
ノ
誠
ニ
都
合
ノ
好
イ
点
デ
ア
ル
カ
ラ
シ
テ
、
ソ
レ
ガ
タ
メ
ニ
行
政
事
務
ノ

敏
活
ヲ
缺
ク
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ナ
イ
ト
云
フ
理
由
ヲ
以
テ
、
此
政
府
ノ
概
話
法
ニ
反
対
シ
マ
シ
タ
ガ
、
其
理
由
ヲ
斥
ケ
マ
シ
タ
、
委
員

会
ノ
経
過
ハ
大
要
斯
ノ
如
ク
デ
ア
リ
マ
ス
。

以
上
の
よ
う
に
、
委
員
会
で
は
、
ま
ず
第
一
八
条
に
つ
い
て
、
和
解
を
許
し
て
お
い
た
方
が
便
宜
だ
と
す
る
旨
政
府
の
反
対
意
見
が
表

明
さ
れ
、
委
員
会
と
し
て
は
、
政
府
の
反
対
理
由
に
は
同
意
し
か
ね
る
が
、
行
政
訴
訟
は
学
理
上
和
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
か
ら
、
特
に
明
定
す
る
必
要
も
な
か
ろ
う
と
い
う
理
由
か
ら
、
同
条
を
削
除
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
し
か
し
、
第
一
七
条
の
概
括
主
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義
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
、
第
一
に
概
括
主
義
を
採
る
と
却
っ
て
人
民
が
行
政
裁
判
所
に
出
訴
で
き
る
事
項
を
知
る
こ
と
が
困
難
に
な
る

こ
と
、
第
二
に
概
括
主
義
を
採
る
と
行
政
事
務
の
敏
活
を
欠
く
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
の
二
つ
の
理
由
か
ら
反
対
し
た
が
、
委
員
会
は
こ

れ
を
退
け
て
原
案
通
り
可
決
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
利
光
の
報
告
に
対
し
て
、
政
府
委
員
で
あ
る
法
制
局
長
官
の
平
田
東
助
は
、
概
括
主
義
に
す
れ
ば
随
分
そ
の
弊
害
が
大
き
い
。
第

一
に
行
政
事
務
の
敏
活
を
欠
く
。
行
政
権
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
認
定
権
が
す
べ
て
行
政
裁
判
所
の
訴
訟
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
フ

ラ
ン
ス
は
列
記
法
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
概
括
法
だ
が
行
政
官
の
認
定
処
分
に
つ
い
て
は
除
外
例
と
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
各
邦
で
も
大
概
列

記
法
で
、
エ
ル
テ
ン
ベ
ル
ヒ
だ
け
が
概
括
法
だ
が
認
定
権
を
除
外
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
性
質
に
お
い
て
も
行
政
権
の
認
定
は
訴
え
の

対
象
と
な
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
行
政
官
が
認
定
を
以
て
処
分
す
る
こ
と
を
法
律
が
許
し
て
い
る
以
上
、

こ
の
範
囲
内
に
お
い
て
訴
権
が
あ
る
べ
き
道
理
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
列
記
法
が
完
全
だ
と
は
政
府
も
考
え
て
お
ら
ず
、
充

分
に
調
査
し
て
、
次
の
議
会
ま
で
に
は
相
当
の
案
を
提
出
す
る
考
え
で
あ
る
と
主
張
し
た

(

６)

。

衆
議
院
本
会
議
で
は
直
ち
に
第
二
読
会
が
開
か
れ
、
右
の
よ
う
な
平
田
政
府
委
員
の
反
対
意
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
で
の
結
論

が
支
持
さ
れ
、
第
一
八
条
の
削
除
、
第
一
四
・
一
七
条
は
原
案
通
り
と
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
。

三

貴
族
院
に
お
け
る
行
政
裁
判
所
法
改
正
案
の
審
議

衆
議
院
か
ら
貴
族
院
に
送
ら
れ
た
同
法
案
は
、
一
月
二
四
日
、
貴
族
院
本
会
議
で
第
一
読
会
に
付
さ
れ
、
政
府
委
員
の
平
田
東
助
か

ら
、
政
府
所
見
が
開
陳
さ
れ
た
。
平
田
は
、
衆
議
院
で
の
政
府
見
解
と
同
様
の
趣
旨
を
繰
り
返
し
主
張
し
た
。
改
正
案
の
よ
う
に
概
括
主

義
を
と
る
と
き
は
、
◯１
行
政
の
敏
活
を
害
す
る
こ
と
、
◯２
事
件
の
性
質
上
、
行
政
裁
判
所
が
受
け
入
れ
る
べ
き
事
項
を
一
々
挙
げ
る
こ
と
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は
煩
雑
で
あ
る
こ
と
、
◯３
濫
訴
の
弊
を
生
じ
る
惧
れ
が
あ
る
こ
と
、
◯４
列
記
主
義
に
よ
り
訴
え
う
る
場
合
を
人
民
に
知
ら
し
め
る
方
が
適

当
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
、
概
括
主
義
を
採
用
す
べ
き
で
な
い
所
以
を
力
説
す
る
と
と
も
に
、
政
府
も
ま
た
行
政
裁
判
法
を
改
正
す

る
必
要
性
は
認
め
て
お
り
、
こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
慎
重
に
調
査
し
た
う
え
で
、
次
の
議
会
ま
で
に
法
案
を
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
約

束
す
る
旨
を
重
ね
て
強
調
し
た

(

７)

。

貴
族
院
は
、
特
別
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
に
決
し
、
議
長
の
近
衛
篤
麿
に
よ
っ
て
、
委
員
に
、
周
布
公
平
・
児
玉
淳
一
郎
ほ
か
全
九

名
が
選
定
さ
れ
た
。
貴
族
院
特
別
委
員
会
は
、
二
月
一
四
日
に
開
催
さ
れ
、
全
会
一
致
で
同
法
案
を
否
決
し
た

(

８)

。
特
別
委
員
会
で
の
審
議

内
容
は
、
二
月
一
七
日
の
本
会
議
（
第
一
読
会
の
続
き
）
に
お
い
て
、
特
別
委
員
長
の
周
布
公
平
か
ら
報
告
が
な
さ
れ
た

(

９)

。

（
行
政
裁
判
法
中
改
正
法
律
案
及
び
訴
願
法
案
と
も
）
委
員
会
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
全
会
一
致
ヲ
以
テ
否
決
ヲ
致
シ
マ
シ
タ
、
衆
議
院
ノ
趣

旨
ノ
ア
ル
所
ヲ
推
考
致
シ
テ
見
マ
ス
ル
、
現
行
ノ
裁
判
所
ノ
権
限
ヲ
拡
張
致
シ
テ
行
政
訴
訟
ノ
訴
門
ヲ
拡
ゲ
タ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ガ
趣

旨
デ
ア
ラ
ウ
ト
推
定
ヲ
致
ス
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
方
法
ト
シ
テ
行
政
裁
判
法
第
十
六
条
ノ
次
ニ
一
条
ヲ
加
ヘ
テ
、
凡
ソ
行
政
庁
ノ
違

法
処
分
ニ
依
ッ
テ
権
利
ヲ
毀
損
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
ル
者
ハ
行
政
裁
判
所
ニ
出
訴
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
、
総
テ
概
括
致
シ
テ
行
政
訴
訟
ヲ

起
ス
コ
ト
ガ
出
来
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
致
シ
タ
イ
、
然
ル
ニ
此
十
五
条
ニ
於
キ
マ
シ
テ
行
政
裁
判
判
所
ハ
法
律
勅
令
ニ
依
リ
行
政
裁
判

所
ニ
出
訴
ヲ
許
サ
レ
タ
ル
事
件
ヲ
審
判
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
此
十
五
条
ハ
列
記
ノ
主
義
ヲ
取
ッ
テ
制
定
ニ
ナ
ッ
テ
居

ル
ト
考
ヘ
マ
ス
、
其
十
五
条
ハ
其
侭
置
キ
マ
シ
テ
而
シ
テ
十
七
条
ヲ
加
ヘ
マ
シ
テ
概
括
主
義
ヲ
取
リ
マ
ス
ル
ト
何
レ
ガ
主
タ
ル
ヤ
ト

云
フ
コ
ト
ハ
甚
ダ
不
分
明
デ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
委
員
会
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ノ
説
デ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
タ
…
十
七
条
ヲ
加
ヘ
ル
以
上
ハ
現
行

ノ
十
五
条
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
削
除
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ニ
ナ
ラ
ウ
ト
思
フ
…
明
治
二
十
三
年
ニ
行
政
裁
判
法
ノ
制
定
ニ
ナ
リ
マ
ス

ル
節
ニ
列
記
主
義
ヲ
採
ラ
レ
マ
シ
テ
、
而
シ
テ
今
日
マ
デ
其
列
記
主
義
デ
実
行
シ
来
ッ
テ
居
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
今
之
ヲ
俄
ニ

概
括
主
義
ニ
変
ヘ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
必
要
ハ
ナ
イ
、
斯
ウ
委
員
会
デ
ハ
認
メ
タ
ノ
デ
、
又
必
要
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
若
シ
モ
之
ヲ
概



―  ――  ―

大
学
史
紀
要
第
30
号

括
主
義
ニ
致
シ
マ
ス
レ
バ
濫
訴
ノ
弊
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
如
何
デ
ア
ラ
ウ
カ
、
又
何
デ
モ
カ
デ
モ
訴
ヲ
起
サ
レ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ

ス
レ
バ
、
却
テ
其
訴
権
ヲ
人
民
ニ
与
ヘ
ン
ト
シ
テ
、
人
民
ハ
其
適
従
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
無
益
ノ
訴
訟
ヲ
起
シ
無
益
ノ
手
数
ヲ

致
ス
、
デ
是
ガ
為
メ
ニ
ハ
無
益
ノ
コ
ト
ニ
行
政
官
庁
ト
人
民
ト
ノ
間
ノ
阻
隔
ヲ
モ
来
ス
ト
云
フ
憂
ガ
生
ズ
ル
デ
ア
ラ
ウ
、
デ
成
ル
程

今
日
ノ
行
政
裁
判
所
ノ
権
限
ハ
狭
隘
ニ
失
ス
ル
、
又
人
民
ノ
訴
権
モ
不
十
分
デ
ア
ル
、
ア
ル
ガ
之
ヲ
改
良
致
ス
ニ
ハ
矢
張
列
記
主
義

ヲ
採
ッ
テ
此
列
記
主
義
ヲ
拡
ゲ
テ
往
ケ
バ
其
目
的
ハ
逹
シ
得
ラ
ル
ヽ
ノ
デ
ア
ル
、
デ
就
イ
テ
ハ
此
二
十
三
年
以
来
執
リ
来
ッ
タ
所
ノ

列
記
主
義
ヲ
改
メ
ズ
シ
テ
此
列
記
主
義
ニ
就
イ
テ
矢
張
訴
権
ヲ
拡
張
致
ス
方
ガ
宜
シ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
委
員
会
デ
決
シ
マ
シ
タ
、
デ

其
方
法
ハ
二
十
三
年
ノ
法
律
第
百
六
号
…
ヲ
修
正
シ
テ
拡
張
ヲ
致
シ
テ
…
ノ
方
ガ
宜
シ
カ
ラ
ウ
ト
、
デ
此
考
ヲ
以
テ
シ
テ
委
員
ノ
一

人
即
チ
本
員
ヨ
リ
法
律
第
百
六
号
ノ
其
改
正
ヲ
委
員
会
ニ
提
出
致
シ
マ
シ
テ
…
政
府
委
員
ノ
次
ノ
議
会
ニ
於
テ
十
分
ノ
取
調
ヲ
シ
テ

出
ス
ト
云
フ
コ
ト
ノ
明
言
ヲ
承
リ
マ
シ
タ
以
上
ハ
之
ニ
同
意
ヲ
表
シ
テ
其
提
出
案
ハ
政
府
ノ
参
考
ニ
供
ス
ル
ニ
止
メ
ル
ト
云
フ
コ
ト

ニ
致
シ
マ
シ
タ
、
ソ
レ
ニ
依
ッ
テ
全
会
一
致
デ
今
日
ノ
所
ハ
概
括
主
義
ハ
宜
シ
ク
ナ
イ
列
記
主
義
ガ
宜
シ
イ
、
併
ナ
ガ
ラ
衆
議
院
ノ

案
ヲ
否
決
ス
ル
ニ
止
メ
テ
置
ク
、
斯
ウ
云
フ
コ
ト
ニ
決
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
…
第
十
四
条
は
「
行
政
訴
訟
ノ
弁
護
人
タ
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
ハ
行
政
裁
判
所
ノ
認
許
シ
タ
ル
弁
護
士
ニ
限
ル
ト
ア
リ
マ
ス
、
然
ル
ニ
行
政
訴
訟
ノ
弁
護
人
ト
申
シ
マ
ス
ル
モ
ノ
ハ
刑
事
ニ
付
テ

用
ヒ
マ
ス
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
シ
テ
行
政
訴
訟
ニ
ハ
弁
護
人
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
、
又
行
政
裁
判
所
ノ
認
許
シ
タ
ル
弁
護
士

ニ
限
ル
ト
ア
リ
マ
ス
ル
ケ
レ
ド
モ
弁
護
士
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
普
通
ノ
代
人
ヲ
行
政
裁
判
所
ニ
於
テ
ハ
許
シ
来
ッ
テ
居
リ
マ
ス
ノ
デ
十
四
条

ハ
不
備
デ
ハ
ア
リ
マ
ス
ル
ケ
レ
ド
モ
強
テ
之
ヲ
改
正
ヲ
シ
ナ
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
程
ナ
コ
ト
デ
モ
ア
ル
マ
イ
、
既
ニ
行
政
裁
判
法

ノ
全
部
ノ
コ
ト
ニ
政
府
ノ
取
調
ガ
亙
リ
マ
ス
ル
以
上
ハ
又
衆
議
院
ノ
此
概
括
主
義
ヲ
斥
ケ
マ
シ
タ
以
上
ハ
唯
リ
十
四
条
ノ
ミ
ヲ
改
正

ヲ
ス
ル
必
要
ガ
ナ
イ
…
他
日
ノ
全
般
ノ
改
正
ノ
ト
キ
ニ
譲
ッ
テ
否
決
シ
テ
置
ク
ガ
宜
シ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
決
シ
マ
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ

ス
。
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利
光
鶴
松
の
行
政
裁
判
所
法
改
正
案
（
村
上
）

特
別
委
員
会
が
同
法
案
を
否
決
し
た
理
由
は
、
従
来
の
列
記
主
義
を
今
俄
か
に
概
括
主
義
に
改
め
る
必
要
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
概
括

主
義
を
採
れ
ば
濫
訴
の
弊
を
生
じ
、
か
つ
人
民
が
無
益
の
訴
訟
を
起
こ
し
無
益
の
手
数
を
費
や
し
て
行
政
官
庁
と
人
民
と
の
阻
隔
を
き
た

す
惧
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
現
行
法
は
確
か
に
不
備
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
明
治
二
三
年
法
律
第
一
〇
六
号
の
訴
訟
事
項
を
拡
張
す
る
こ
と
で

対
応
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
政
府
が
慎
重
に
審
議
し
て
、
次
の
議
会
に
相
当
案
を
提
出
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
以
上
、

早
急
に
本
会
期
中
に
改
正
に
着
手
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
の
結
論
に
達
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
特
別
委
員
会
で
の
全
会
一
致
の

結
論
（
第
二
読
会
に
移
す
必
要
な
し
）
を
受
け
て
、
本
会
議
に
お
い
て
も
、
第
二
読
会
に
移
す
べ
し
と
す
る
意
見
は
な
く
、
結
局
、
同
法
案

は
否
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
一
三
帝
国
議
会
に
お
い
て
、
政
府
が
繰
り
返
し
主
張
し
た
、
次
の
帝
国
議
会
で
改
正
案
を
提
出
す
る
旨
の
約
束
は
果

た
さ
れ
る
こ
と
な
く
（
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
）
、
結
局
、
利
光
が
行
政
庁
の
違
法
処
分
に
対
す
る
国
民
か
ら
の
訴
え
を
拡
大
し

よ
う
と
企
図
し
た
行
政
裁
判
法
改
正
が
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
１
）

拙
稿
「
利
光
鶴
松
の
弁
護
士
活
動
」（
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
大
学
史
紀
要
』
第
二
九
号
、
二
〇
二
三
年
）
参
照
。

（
２
）
「
第
十
三
帝
国
議
会
に
於
け
る
利
光
鶴
松
等
提
出
改
正
案
を
中
心
と
す
る
改
正
問
題
」
（
『
行
政
裁
判
所
五
十
年
史
』
行
政
裁
判
所
、
昭
和
一

六
年
）
三
四
九
～
三
五
二
頁
。

（
３
）

利
光
は
、
同
じ
第
一
三
回
衆
議
院
本
会
議
に
提
出
し
た
、
◯４
「
訴
願
法
中
改
正
法
律
案
」
に
お
い
て
も
、
明
治
二
三
年
法
律
第
一
〇
五
号
訴

願
法
第
一
条
を
「
行
政
庁
ノ
処
分
違
法
若
ク
ハ
不
当
ニ
シ
テ
権
利
ヲ
毀
損
シ
若
ク
ハ
利
益
ヲ
侵
害
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
被
害
者
ハ
本
法
ニ

依
リ
訴
願
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

但
法
律
勅
令
ニ
別
段
ノ
規
程
ア
ル
モ
ノ
ハ
各
其
規
程
ニ
依
ル
」
と
改
正
す
る
こ
と
を
求
め
、
行
政
庁
の

違
法
処
分
に
対
す
る
国
民
か
ら
の
訴
え
を
拡
大
す
る
必
要
を
訴
え
て
い
る
。

（
４
）
『
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
第
五
号
、
六
二
～
六
三
頁
。
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（
５
）
『
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
第
一
八
号
、
二
一
二
頁
。

（
６
）
『
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
第
一
八
号
、
二
一
二
～
二
一
三
頁
。

（
７
）
『
貴
族
院
議
事
速
記
録
』
第
一
五
号
、
一
九
六
頁
。

（
８
）
『
貴
族
院
行
政
裁
判
法
中
改
正
法
律
案
外
一
件
特
別
委
員
会
速
記
録
』
第
三
号
、
一
～
四
頁
。

（
９
）
『
貴
族
院
議
事
速
記
録
』
第
二
七
号
、
三
八
九
～
三
九
一
頁
。


